
質 疑 回 答 書 

 

１ 件  名 しらこばと運動公園競技場外５か所電力購入（単価契約） 

 

２ 場  所 しらこばと運動公園競技場 越谷市大字小曽川７２９番地１外５か所              

                                

上記案件について、質疑がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

記 

 

質 疑 事 項 回 答 内 容 

Ｑ１：自家発補給電力の契約はありますか。

また、ある場合は契約電力（kw）を教えて下

さい。 

 

Ｑ２：入札書に記載する日付は作成日でよろ

しいですか。 

 

 

 

Ｑ３：ご請求について、 

① 供給施設毎に請求書を発行することはご

ざいますか。 

② また、弊社では供給施設内にご入居され

ている企業様に対して個別に請求書を発

行する事ができません。ご了承いただけ

ますか。 

 

Ｑ４：弊社の請求書は、翌月１５日迄に到着

とし、請求書受領後３０日以内（翌々月１５

日迄）に振込となりますがご了承いただけま

すか。 

 

Ｑ５：現在の計量日を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

Ａ１： しらこばと運動公園競技場と越谷総

合公園には非常用自家発電設備がござい

ますが、契約は行っておりません。 

 

Ａ２：HP に掲載している入札書には、開札

日である「令和元年１２月１３日」が記

載されておりますので、書き換え不要で

す。 

 

Ａ３： 

① 供給施設毎の個別請求でお願いいたし

ます。 

②施設内に入居している企業はありませ

ん。 

 

 

 

Ａ４：了承いたします。 

 

 

 

 

Ａ５：越谷総合公園以外は、遠隔自動検針

となり、計量日を以下に示します。 

 しらこばと運動公園競技場 毎月 3日 

 川柳公園野球場      毎月 18 日 

 北越谷第五公園野球場   毎月 2日 

 花田第六公園        毎月 15 日 

 千間台第四公園        毎月 6日 



 

 

Ｑ６：毎月の計量日は東京電力パワーグリッ

ド株式会社の定める日となります（弊社が決

定していないため）。そのため検診日が１日

以外の場合は年間の請求が１３回、かつ供給

最終月のご請求が翌月、翌々月の２回に分割

されます。また料金の算定期間は計量日から

計量日の前日となります。以上ご了承いただ

けますでしょうか。 

 

Ｑ７：単価書・別紙内訳書は入札時の添付書

類でしょうか。 

 

 

Ｑ８：契約期間中に建替えや増築、トランス

増量、受変電設備及び引き込み位置の移設・

変更等、電力の契約に影響するような工事予

定がある場合、対象施設と工事内容を教えて

ください。 

 

Ｑ９：各月の請求における燃料費調整額は、

その請求月に適用されている管轄の一般送

配電事業者の約款に定める算定と同額とな

りますが、よろしいでしょうか。 

 

Ｑ１０：：一般送配電事業者が値上げの際、

契約単価見直し協議に応じていただけます

か。 

 

 

Ｑ１１：請求書はＷＥＢからのダウンロード

にてご対応いただけますか。 

 

Ｑ１２：検診結果は、請求書の内訳をもって

検針票に代えさせていただいております。そ

の旨ご了承いただけますか。 

 

Ｑ１３：落札後に契約書について協議するこ

とは可能でしょうか。 

 越谷総合公園           毎月 13 日 

 

Ａ６：了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ７：単価書は入札書と併せてご提出お願

いします。見積金額内訳書は添付書類で

はありません。 

 

Ａ８：建替えや増築、トランス増量や受変

電設備および引き込み位置の移設・変更

等、電力の契約に影響するような工事は

予定されておりません。 

 

 

Ａ９：了承いたします。 

 

 

 

 

Ａ１０：天災事変その他の不測の事件に基

づくやむを得ない場合により、契約内容

が著しく不適当と認められるに至ったと

きは協議に応じます。 

 

Ａ１１：ＷＥＢ請求書での請求は出来かね

ますので、紙の請求書としてください。 

 

Ａ１２：了承いたします。 

 

 

 

Ａ１３：仕様書５（４）のとおりの対応と

なります。  


